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令和 ３ 年 ７ 月 ７ 日（水曜日）　号外　第 39 号

○宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行
　規則の一部を改正する規則………………………（建築住宅課）21
○宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する
　規則………………………………………………………（会計課）31
　　　企業局企業管理規程
○企業職員の給与に関する規程の一部を改正する
　企業管理規程…………………………………………………………31
　　　病院局企業管理規程
○病院事業職員の感染症予防等手当の特例に関す
　る規程の一部を改正する企業管理規程……………………………32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　規　　　則
○宮崎県中山間地域振興条例第２条第１項第６号
　の区域を定める規則の一部を改正する規則……（中山間・地域政策課）１
○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一
　部を改正する規則………………………………………（人事課）１
○県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則
　の一部を改正する規則…………………………………（税務課）２

規　　　　　則

　宮崎県中山間地域振興条例第２条第１項第６号の区域を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和３年７月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第41号
　　　宮崎県中山間地域振興条例第２条第１項第６号の区域を定める規則の一部を改正する規則
　宮崎県中山間地域振興条例第２条第１項第６号の区域を定める規則（平成23年宮崎県規則第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　宮崎県中山間地域振興条例（平成23年宮崎県条例第20号）第２条
第１項第６号の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
　(１)　［略］
　(２)　都城市のうち、昭和25年２月１日における北諸県郡西岳村
　　及び中郷村並びに平成17年２月１日における北諸県郡高城町及
　　び山田町
　(３)～(７)　［略］

　宮崎県中山間地域振興条例（平成23年宮崎県条例第20号）第２条
第１項第６号の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
　(１)　［略］
　(２)　都城市のうち、昭和25年２月１日における北諸県郡西岳村
　　及び中郷村並びに平成17年２月１日における北諸県郡山田町

　(３)～(７)　［略］
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宮崎県中山間地域振興条例第２条第１項第６号の区域を定める規則の規定は
、令和３年４月１日から適用する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和３年７月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第42号
　　　職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成16年宮崎県規則第49号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（感染症の範囲）
第２条　条例第７条第１項に規定する知事が別に定める感染症は、
　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成
　10年法律第 114号）第６条第２項及び第３項に規定する感染症並
　びに新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指

　（感染症の範囲）
第２条　条例第７条第１項に規定する知事が別に定める感染症は、
　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成
　10年法律第 114号）第６条第２項及び第３項に規定する感染症並
　びに新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス
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　定感染症として定める等の政令（令和２年政令第11号）第１条に
　規定するものをいう。以下同じ。）とする。

　属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界
　保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告
　されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）とする。

　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和３年７月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣　
宮崎県規則第43号
　　　県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第８号）の一部を次のように改正する。
　別記様式第１号（その１）を次のように改める。
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　別記様式第１号（その１）の次に次の１様式を加える。
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　別記様式第１号（その３）を次のように改める。
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　別記様式第１号（その３）の次に次の１様式を加える。
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宮　崎　県　公　報令和 ３ 年 ７ 月 ７ 日（水曜日）　号外　第 39 号
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　別記様式第２号（その１）を次のように改める。
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　別記様式第２号（その１）の次に次の１様式を加える。
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─ 21 ─

宮　崎　県　公　報 令和 ３ 年 ７ 月 ７ 日（水曜日）　号外　第 39 号

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
　（用紙に関する経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の規定に定める様式による用紙
　は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和３年７月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第44号
　　　宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成９年宮崎県規則第53号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（入居者資格の特例）
第２条の３　条例第６条第４項の規則で定める地域は、次に掲げる
　地域とする。
　(１)　過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２
　　条第１項に規定する過疎地域
　(２)・(３)　［略］

　（入居者資格の特例）
第２条の３　条例第６条第４項の規則で定める地域は、次に掲げる
　地域とする。
　(１)　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３
　　年法律第19号）第２条第１項に規定する過疎地域
　(２)・(３)　［略］

　別記様式第１号及び別記様式第２号を次のように改める。
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─ 24 ─
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宮　崎　県　公　報 令和 ３ 年 ７ 月 ７ 日（水曜日）　号外　第 39 号

　別記様式第４号の３、別記様式第７号及び別記様式第11号中「㊞」を削る。
　別記様式第13号を次のように改める。
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　別記様式第15号、別記様式第17号、別記様式第18号、別記様式第21号、別記様式第22号、別記様式第26号、別記様式第27号及び別記様式
第29号中「㊞」を削る。
　別記様式第31号を次のように改める。
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　別記様式第33号中「㊞」を削る。
　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第34号中「㊞」を削り、　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記様式第36号及び別記様式第38号中「㊞」を削る。
　別記様式第39号中「㊞」を削り、「写しで」を「写しにより」に改める。
　別記様式第43号及び別記様式第45号中「㊞」を削る。
　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第46号中「㊞」を削り、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　　　　　　
　　　　　　　　　「

　別記様式第49号中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　別記様式第50号及び別記様式第51号を次のように改める。

性別 入 居 年 月 日
　　 .　　.
　　 .　　.
　　 .　　.
　　 .　　.

入 居 年 月 日
　　　　.　　 .
　　　　.　　 .
　　　　.　　 .
　　　　.　　 .

性別
勤務先又は学校名
（自営業は、業種）

勤務先又は学校名
（自営業は、業種）

円
 寡婦・寡夫
　　　　　　　　　　人×　　　　　　円　＝　　　　　　円

円
 寡婦
　　　　　　　　　　人×　　　　　　円　＝　　　　　　円

円
 ひとり親
　　　　　　　　　　人×　　　　　　円　＝　　　　　　円
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　別記様式第52号、別記様式第53号、別記様式第55号、別記様式第57号及び別記様式第60号中「㊞」を削る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第２条の３の規定は、令和３年４月１日から適用する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に定める様式による
　用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。　　
　　令和３年７月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第45号
　　　宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則
　宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
別表第１（第３条関係）
　１　［略］
　２　使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）に
　　基づく使用料又は手数料のうち、次に掲げるもの
　　(１)～(260) ［略］

　　(261) ［略］

　　(262)～(276)　［略］

　　(277)～(283)　［略］

　　(284)～(309)　［略］

　　(310)～(313)　［略］

　　(314)～(576)　［略］
　３～７　［略］

別表第１（第３条関係）
　１　［略］
　２　使用料及び手数料徴収条例（平成12年宮崎県条例第９号）に
　　基づく使用料又は手数料のうち、次に掲げるもの
　　(１)～(260) ［略］
　　(261) 地域連携薬局認定更新申請手数料
　　(262) ［略］
　　(263) 専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料
　　(264)～(278)　［略］
　　(279) 保管のみを行う医薬品製造所登録申請手数料
　　(280) 保管のみを行う医薬部外品製造所登録申請手数料
　　(281) 保管のみを行う化粧品製造所登録申請手数料
　　(282) 保管のみを行う医薬品製造所登録更新申請手数料
　　(283) 保管のみを行う医薬部外品製造所登録更新申請手数料
　　(284) 保管のみを行う化粧品製造所登録更新申請手数料
　　(285)～(291)　［略］
　　(292) 医薬品又は医薬部外品の区分ＧＭＰ適合性調査手数料
　　(293) 医薬品又は医薬部外品の変更計画ＧＭＰ適合性調査手数
　　　料
　　(294)～(319)　［略］
　　(320) 地域連携薬局等認定証書換え交付手数料
　　(321) 地域連携薬局等認定証再交付手数料
　　(322)～(325)　［略］
　　(326) 保管のみを行う医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所
　　　登録証書換え交付手数料
　　(327) 保管のみを行う医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所
　　　登録証再交付手数料
　　(328) 医薬品又は医薬部外品の基準確認証書換え交付手数料
　　(329) 医薬品又は医薬部外品の基準確認証再交付手数料
　　(330)～(592)　［略］
　３～７　［略］

　　　附　則
　この規則は、令和３年８月１日から施行する。

　企業職員の給与に関する規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。
　　令和３年７月７日

企業局企業管理規程
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県企業局長　井　手　義　哉　
宮崎県企業局企業管理規程第９号
　　　企業職員の給与に関する規程の一部を改正する企業管理規程
　企業職員の給与に関する規程（昭和35年宮崎県企業局企業管理規程第10号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

病院局企業管理規程

改正前 改正後
　（特殊勤務手当）
第３条　［略］
２～８　［略］
９　感染症予防等手当は、企業職員が、新型コロナウイルス感染症
　（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令
　（令和２年政令第11号）第１条に規定するものをいう。以下同じ
　。）の患者が滞在する新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係
　る宿泊療養施設において県民の生命及び健康を保護するために行
　われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事したと
　きは、従事した１日につき 3,000円を支給する。

10　［略］

　（特殊勤務手当）
第３条　［略］
２～８　［略］
９　感染症予防等手当は、企業職員が、新型コロナウイルス感染症
　（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年
　１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す
　る能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるも
　のに限る。以下同じ。）の患者が滞在する新型コロナウイルス感
　染症の軽症者等に係る宿泊療養施設において県民の生命及び健康
　を保護するために行われた措置に係る作業であって管理者が定め
　るものに従事したときは、従事した１日につき 3,000円を支給す
　る。
10　［略］

　　　附　則
　この企業管理規程は、公表の日から施行する。

　病院事業職員の感染症予防等手当の特例に関する規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。
　　令和３年７月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県病院局長　桑　山　秀　彦
宮崎県病院局企業管理規程第３号
　　　病院事業職員の感染症予防等手当の特例に関する規程の一部を改正する企業管理規程
　病院事業職員の感染症予防等手当の特例に関する規程（令和２年宮崎県病院局企業管理規程第13号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後
　（感染症予防等手当の特例）
第２条　職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス
　感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第11号
　）第１条に規定するものをいう。以下同じ。）の患者等に接して
　行う作業等であって病院事業の管理者（以下「管理者」という。
　）が定めるものに従事したときは、従事日数に応じて感染症予防
　等手当を支給する。この場合において、病院事業職員給与規程第
　２条及び第10条第１項の規定により適用される職員の特殊勤務手
　当に関する条例（昭和29年宮崎県条例第41号）第７条の規定は、
　適用しない。

２・３　［略］

　（感染症予防等手当の特例）
第２条　職員が、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロ
　ナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和
　国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが
　新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ｡
　）の患者等に接して行う作業等であって病院事業の管理者（以下
　「管理者」という。）が定めるものに従事したときは、従事日数
　に応じて感染症予防等手当を支給する。この場合において、病院
　事業職員給与規程第２条及び第10条第１項の規定により適用され
　る職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和29年宮崎県条例第41号
　）第７条の規定は、適用しない。
２・３　［略］

　　　附　則
　この規程は、公表の日から施行する。
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